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　　地域懇談会を開催
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平成２２年１月２１日（木）から２月４日（木）間の５日間、５小学校区毎にむくのきセンターや最

寄の集会所等で地域懇談会を開催しました。参加会員数１２０名（男１００名、女２０名）、理事・事

務局を入れると１５２名の参加となり、平成１９年７月センター多目的室で開催の６０人を大きく上回

る会員が出席しました。

新公益社団法人への移行等、センターが抱えている課題について主に懇談、活発な意見交換を行い、

５日間の日程を終了しました。

また、懇談会の結果、専門部会でまとめた結論は下記の通りとなります。今後センターは会員と一丸

となり、①～⑥について実施していくこととなりますので、ご協力よろしくお願いします。

①

②

③

④

⑤

⑥

新公益社団法人への移行について

　新公益社団法人への移行については段階を踏んで移行手続きを行う。

精華町都市緑化協会との連携について

会員に理解を深めてもらった上で、緑化協会と会合を行い、シルバー事務局側で事務

局体制、会員職群班体制を整備する。

女性会員の入会拡大について

女性が入りやすい魅力ある場を作った上で、女性会員の就業拡大、女性会員の就業の

定着は必要と思われる。

ゴールド会員について

　互助会制度と併せて、中長期的にゴールド会員制度を考える。

会費の配分金からの天引きについて

会員から承諾書を提出してもらい、正会員会費規約を変更し、平成２３年度から実施

する。

互助会（親睦会）について

親睦会活動に何が含まれるか整理し、中長期的に互助会制度を考える。また、サーク

ル活動が行いやすい体制を整備し、サークル数を増やして、互助会制度を整えていく方

法も考えられる。

・「屋内清掃作業」継続就業
   　 もしくは単発就業
・「除草作業(手引除草)」単発就業
・「遺跡発掘作業」単発就業

　現在センターでは、左記の作業をする会員が不足しています。

　これら作業に就業できる会員は、至急センターに申し出て下さい。

また、就業に関して、「こんな仕事がしたい」「就業依頼がない」等、ご

意見ご要望がありましたら事務局までご連絡下さい。

それから、お近くでシルバー人材センターに登録して就業したいとい

う方がおられましたら、ぜひお声かけ下さい。


